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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料水に含まれるトリチウムを検出する検出体であって、
　樹脂材料を形成材料とする多孔質膜と、
　放射線を吸収し前記放射線を光に変換するシンチレータと、を有し、
　前記シンチレータは、複数の微粒子であり、
　前記多孔質膜は、前記多孔質膜の細孔の内部において前記シンチレータを担持している
検出体。
【請求項２】
　前記細孔の孔径は、０．６μｍ以下である請求項１に記載の検出体。
【請求項３】
　前記樹脂材料がポリエチレンである請求項１又は２に記載の検出体。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の検出体と、
　前記検出体を収容し光透過性を有する容器と、を備え、
　前記容器が、前記検出体を収容すると共に一部が開口した容器本体と、
　前記容器本体の開口部を液密に閉塞する蓋と、を有する検出素子を用い、
　前記容器本体に、トリチウムを含む試料水を収容し、前記検出体に前記試料水を含浸さ
せる工程と、
　前記試料水中の前記トリチウムから放出されるβ線に起因して前記検出体が放出する光
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を、光電子増倍管で受光する工程と、
　前記試料水中の前記トリチウムの濃度と、前記光に応じて一定時間内に前記光電子増倍
管から取り出されるパルス信号の数と、の対応関係に基づいて、前記容器本体に収容され
た前記試料水における前記トリチウムの濃度を算出する工程と、を有するトリチウムの検
出方法。
【請求項５】
　前記受光する工程の後、前記検出素子に収容された前記検出体を洗浄する工程と、
　洗浄した前記検出体を前記容器本体に収容し前記検出素子を得る工程と、を有する請求
項４に記載のトリチウムの検出方法。
【請求項６】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の検出体と、
　前記検出体を収容し光透過性を有する容器と、を備え、
　前記容器に、前記試料水を流入させる流入口と、
　前記試料水を流出させる流出口と、が設けられている検出素子を用い、
　前記容器に、前記流入口を介してトリチウムを含む試料水を流入させて収容し、前記検
出体に前記試料水を含浸させる工程と、
　前記試料水中の前記トリチウムから放出されるβ線に起因して前記検出体が放出する光
を、光電子増倍管で受光する工程と、
　前記試料水中の前記トリチウムの濃度と、前記光に応じて一定時間内に前記光電子増倍
管から取り出されるパルス信号の数と、の対応関係に基づいて、前記容器に収容された前
記試料水における前記トリチウムの濃度を算出する工程と、を有するトリチウムの検出方
法。
【請求項７】
　前記トリチウムの定量後、前記検出素子に収容された前記試料水を前記流出口から排出
すると共に、前記流入口から前記流出口へ洗浄液を通液して前記検出体を洗浄する工程と
、
　洗浄後の前記検出素子に前記試料水を流入させ、再度、前記検出体に前記試料水を含浸
させる工程と、を有する請求項６に記載のトリチウムの検出方法。
【請求項８】
　前記試料水を含浸させる工程においては、前記検出体に連続的に前記試料水を通水させ
、
　前記受光する工程においては、前記検出体に通水させる前記試料水について、前記試料
水中の前記トリチウムから放出されるβ線に起因して前記検出体が放出する光を、前記光
電子増倍管で受光し、
　前記算出する工程においては、前記容器に収容された前記試料水における前記トリチウ
ムの濃度を連続的に算出する請求項６に記載のトリチウムの検出方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出体、トリチウムの検出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　福島第一原子力発電所においては、β線、γ線モニタを設置し、排水に含まれる放射線
源の管理を行っている。種々の放射線源のうち、トリチウム（３Ｈ）は、最大エネルギー
が弱いβ線（１８ｋｅＶ）のみを放出する核種であることから、測定が困難であることが
知られている。
【０００３】
　トリチウムの測定方法としては、トリチウムが含まれる排水にシンチレータ分散液を混
合し、生じる光子を光電子増倍管で受光して定量する方法（以下、液体シンチレータ法と
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称する）が知られている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　または、棒状またはファイバ状のプラスチックシンチレータ（ファイバシンチレータ）
を複数本まとめ、ファイバシンチレータをトリチウムが含まれる排水に接触させ、光子を
光電子増倍管で受光して定量する方法（以下、ファイバシンチレータ法と称する）が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－００６０４５号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Glenn F. Knoll、「放射線計測ハンドブック第４版」、オーム社、２０
１３年９月２６日、ｐ．３７０－３７２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　トリチウムから放出されるβ線（１８ｋｅＶ）は、水中での平均自由行程が０．６μｍ
と極めて短い。一方、福島第一原子力発電所においては、１Ｂｑ／ｃｍ３という基準を下
回る排液については、海洋放出処理を行っている。このような測定要求を満たすため、福
島第一原子力発電所においては、まず排液に含まれる核種をできるだけ除去し、さらに、
核種を除去した処理水が上記基準を満たすかどうか、処理水に含まれるトリチウムの濃度
を測定している。
【０００８】
　この排液中のトリチウム濃度の測定にあたり、上述の測定方法を採用する場合、次のよ
うな課題がある。
【０００９】
　まず、溶液シンチレータ法では、水中に分散したシンチレータが、効率的にトリチウム
から放出されるβ線を吸収し、光子を放出する。そのため、福島第一原子力発電所におい
て求められる低濃度のトリチウム測定が可能である。一方、トリチウムとシンチレータと
が混ざった測定試料（廃液）は、有害であり容易に廃棄ができない。そのため、トリチウ
ムの測定を実施するたびに発生する廃液は、長時間保管することとなり、負担が増加して
いる。
【００１０】
　また、ファイバシンチレータ法でトリチウムを測定しようとすると、ファイバシンチレ
ータ表面に対し０．６μｍと近接した位置にあるトリチウムについては、放出されるβ線
を検出可能である。しかし、排液に含まれるトリチウムの大半は、ファイバシンチレータ
までβ線が届く距離に存在しないこととなるため、検出精度が低いことが問題となる。
【００１１】
　ファイバシンチレータ法では、低濃度のトリチウムを精度良く測定することが困難であ
り、上述の福島第一原子力発電所における排液のトリチウム測定には適用できなかった。
【００１２】
　そのため、測定精度が高く、且つ測定後の測定試料の廃棄が容易であるトリチウムの測
定方法が求められていた。
【００１３】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、精度良くトリチウムを検出可
能な検出体を提供することを目的とする。また、精度良くトリチウムを検出可能であり、
測定後の測定試料の廃棄が容易なトリチウムの検出方法を提供することを併せて目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　上記の課題を解決するため、本発明の一態様は、試料水に含まれるトリチウムを検出す
る検出体であって樹脂材料を形成材料とする多孔質膜と、放射線を吸収し前記放射線を光
に変換するシンチレータと、を有し、前記シンチレータは、複数の微粒子であり、前記多
孔質膜は、前記シンチレータを担持している検出体を提供する。
【００１５】
　本発明の一態様においては、前記樹脂材料がポリエチレンである構成としてもよい。
【００１６】
　また、本発明の一態様は、上記の検出体と、前記検出体を収容し光透過性を有する容器
と、を備え、前記容器が、前記検出体を収容すると共に一部が開口した容器本体と、前記
容器本体の開口部を液密に閉塞する蓋と、を有する検出素子を用い、前記容器本体に、ト
リチウムを含む試料水を収容し、前記検出体に前記試料水を含浸させる工程と、前記試料
水中の前記トリチウムから放出されるβ線に起因して前記検出体が放出する光を、光電子
増倍管で受光する工程と、前記試料水中の前記トリチウムの濃度と、前記光に応じて一定
時間内に前記光電子増倍管から取り出されるパルス信号の数と、の対応関係に基づいて、
前記容器本体に収容された前記試料水における前記トリチウムの濃度を算出する工程と、
を有するトリチウムの検出方法を提供する。
【００１７】
　本発明の一態様においては、前記受光する工程の後、前記検出素子に収容された前記検
出体を洗浄する工程と、洗浄した前記検出体を前記容器本体に収容し前記検出素子を得る
工程と、を有する方法としてもよい。
【００１８】
　また、本発明の一態様は、上記の検出体と、前記検出体を収容し光透過性を有する容器
と、を備え、前記容器に、前記試料水を流入させる流入口と、前記試料水を流出させる流
出口と、が設けられている検出素子を用い、前記容器に、前記流入口を介してトリチウム
を含む試料水を流入させて収容し、前記検出体に前記試料水を含浸させる工程と、前記試
料水中の前記トリチウムから放出されるβ線に起因して前記検出体が放出する光を、光電
子増倍管で受光する工程と、前記試料水中の前記トリチウムの濃度と、前記光に応じて一
定時間内に前記光電子増倍管から取り出されるパルス信号の数と、の対応関係に基づいて
、前記容器に収容された前記試料水における前記トリチウムの濃度を算出する工程と、を
有するトリチウムの検出方法を提供する。
【００１９】
　本発明の一態様においては、前記トリチウムの定量後、前記検出素子に収容された前記
試料水を前記流出口から排出すると共に、前記流入口から前記流出口へ洗浄液を通液して
前記検出体を洗浄する工程と、洗浄後の前記検出素子に前記試料水を流入させ、再度、前
記検出体に前記試料水を含浸させる工程と、を有する方法としてもよい。
【００２０】
　本発明の一態様においては、前記試料水を含浸させる工程においては、前記検出体に連
続的に前記試料水を通水させ、前記受光する工程においては、前記検出体に通水させる前
記試料水について、前記試料水中の前記トリチウムから放出されるβ線に起因して前記検
出体が放出する光を、前記光電子増倍管で受光し、前記算出する工程においては、前記容
器に収容された前記試料水における前記トリチウムの濃度を連続的に算出する方法として
もよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、精度良くトリチウムを検出可能な検出体を提供することができる。ま
た、精度良くトリチウムを検出可能であり、測定後の測定試料の廃棄が容易なトリチウム
の検出方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】第１実施形態の検出体についての説明図。
【図２】検出素子の概略斜視図。
【図３】検出素子における容器本体の平面図。
【図４】検出素子を用いたトリチウムの検出方法を示す説明図。
【図５】第３実施形態に係る検出素子の概略斜視図。
【図６】検出システムを説明する説明図。
【図７】検出システムにおける検出素子の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［第１実施形態］
（検出体）
　以下、図を参照しながら、本発明の第１実施形態に係る検出体について説明する。なお
、以下の全ての図面においては、図面を見やすくするため、各構成要素の寸法や比率など
は適宜異ならせてある。
【００２４】
　図１は、本実施形態の検出体１についての説明図であり、検出体１の断面について一部
拡大した断面模式図である。図に示すように、本実施形態の検出体１は、多孔質膜１０と
、シンチレータ２０と、を有する。本実施形態の検出体１は、試料水に含まれるトリチウ
ムの検出に用いられる。
【００２５】
　多孔質膜１０は、光透過性を有し、且つ水に不溶な樹脂材料を形成材料とする。また、
多孔質膜１０は、後述のシンチレータ２０を担持可能な樹脂材料を形成材料とする。この
ような樹脂材料として、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹
脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ樹脂）、アクリル樹脂、ポリスチレンを用いる
ことができる。
【００２６】
　多孔質膜１０の材料としては、例えばポリエチレンが好ましい。ポリエチレンは、耐水
性を有すると共に、光透過性を有するため、シンチレータ２０から放出される光を減衰さ
せにくく、好適にトリチウムの検出が可能となる。
【００２７】
　多孔質膜１０が有する多数の細孔１０ａは、多孔質膜１０の表面から多孔質膜１０の内
部にまで連通している。図では、複数の細孔１０ａについて、同じ大きさ・形状となるよ
うに模式的に示しているが、細孔１０ａの大きさ・形状にはばらつきがあってもよい。
【００２８】
　細孔１０ａの孔径（細孔径）は、０．６μｍ以下が好ましい。細孔１０ａの孔径が小さ
くなるほど、多孔質膜１０に含浸する試料水中のトリチウムと、多孔質膜１０の細孔１０
ａの内壁との距離が近づき、効果的にトリチウムから放出されるβ線が、多孔質膜１０の
細孔１０ａの内壁近傍に届きやすくなる。
【００２９】
　上述したように、トリチウムから放出されるβ線は、水中での平均自由行程が０．６μ
ｍと短い。しかし、細孔１０ａの孔径が０．６μｍ以下であることにより、細孔１０ａ内
のトリチウムから放出されるβ線は、内壁のどこかに届くことになる。細孔１０ａの孔径
が０．６μｍ以下であると、例えば、細孔１０ａの壁際に存在するトリチウムから放出さ
れるβ線は、細孔１０ａの中心方向に放出されたとしても対向側の内壁に到達する。その
ため、トリチウムから放出されるβ線を、後述のシンチレータ２０に吸収させやすくなる
。
【００３０】
　このような多孔質膜１０としては、市販品である高機能メンブレン（ｍｉｒａｉｍ（商
品名）、帝人株式会社製）を用いることができる。
【００３１】
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　シンチレータ２０は、放射線を吸収し放射線を光に変換する。本実施形態の検出体１に
おいては、トリチウムを検出対象としているため、シンチレータ２０として、β線を検出
可能なものを用いる。
【００３２】
　シンチレータ２０の形成材料としては、水溶性を有さないものが好ましい。このような
シンチレータ２０の形成材料としては、例えばユーロピウムを担持したフッ化カルシウム
（ＣａＦ２（Ｅｕ））が好ましい。
【００３３】
　シンチレータ２０は、複数の微粒子である。シンチレータ２０としては、例えば上記形
成材料を粉砕・分級して微粒子としたものを用いる。シンチレータ２０の粒子径は、用い
る（ａ）多孔質膜１０の細孔１０ａの内部（内壁）および（ｂ）多孔質膜１０の基材内部
の少なくともいずれか一方において担持可能であればよい。例えば、シンチレータ２０の
平均粒子径として１μｍ以下のものを好適に用いることができる。
【００３４】
　多孔質膜１０におけるシンチレータ２０の担持量は、検出対象物として想定する試料水
に含まれるトリチウム量に応じて設定するとよい。測定においては、予めシンチレータ２
０の担持量の異なる複数種の検出体１を用意し、検出対象物のトリチウム濃度に応じて適
切な検出体１を選択するとよい。
【００３５】
　検出体１を用いてトリチウムを検出する場合、後述するように、トリチウムから放出さ
れるβ線を検出体１のシンチレータ２０に吸収させ、シンチレータ２０から放出される光
子を光電子増倍管にて検出する。光電子増倍管からは、β線の数に対応した量のパルス信
号が出力される。すなわち、パルス信号の数は、β線の数に比例する。
【００３６】
　ここで、光電子増倍管から出力されるパルス信号の数は、（ｉ）試料水に含まれるトリ
チウム濃度、（ii）検出体１が担持するシンチレータの合計体積、（iii）検出体１中の
試料水の体積、（iv）測定時間、のそれぞれに比例する。
【００３７】
　上述したように、トリチウムから放出されるβ線は、水中での平均自由行程が０．６μ
ｍと短い。そのため、上述のファイバシンチレータ法では、試料水に含まれるトリチウム
から放出されるβ線の大半が、シンチレータに届く前に水分子に吸収され、測定精度が低
くなり易い。
【００３８】
　対して、本実施形態の検出体１においては、上述のような大きさの細孔径を有する多孔
質膜１０の内壁および多孔質膜１０の基材内部の少なくともいずれか一方に、微粒子状の
シンチレータ２０を担持させている。そのため、検出体１にトリチウムを含む試料水を含
浸させると、トリチウムから放出されるβ線が、細孔１０ａの内壁および多孔質膜１０の
基材内部の少なくともいずれか一方にて担持されているシンチレータ２０で効率的に吸収
され、シンチレータ２０の形成材料に応じた波長の光に変換される。すなわち、試料水に
含まれるトリチウムが放出するβ線を効率的にシンチレータで吸収することができるため
、高い測定精度が得られやすい。
【００３９】
　また、従来の液体シンチレータ法では、トリチウムを含む試料水にシンチレータの微粒
子を分散させるため、検査後の試料水からシンチレータを分離することが困難であった。
対して、本実施形態の検出体１は、シンチレータ２０が多孔質膜１０に担持されているた
め、検査後の試料水とシンチレータとの分離が容易である。
【００４０】
　したがって、本実施形態の検出体１によれば、測定後の試料水からシンチレータを分離
しやすく、且つ精度良くトリチウムを検出可能となる。
【００４１】



(7) JP 6834411 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

［第２実施形態］
（検出素子）
　図２，３は、本実施形態のトリチウムの検出方法で用いる検出素子１００を示す説明図
である。本実施形態において第１実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し
、詳細な説明は省略する。
【００４２】
　図２は、検出素子１００の概略斜視図である。図に示す検出素子１００は、上述した検
出体１と、容器１１０と、を備えている。
【００４３】
　容器１１０は、検出体１を収容する。また、容器１１０は光透過性を有する。このよう
な容器１１０内に収容された検出体１において、不図示のシンチレータから放出される光
は、容器１１０の壁面を透過して容器１１０の外部に放出される。
【００４４】
　容器１１０は、容器本体１１１と、蓋１１２とを有している。容器本体１１１は、検出
体１を収容すると共に、一部に開口部１１１ａを有している。容器本体１１１は、光透過
性を有し耐水性を有する形成材料により形成されている。容器本体１１１の形成材料とし
ては、例えばポリエチレンが好ましい。
【００４５】
　図３は、検出素子１００における容器本体１１１の平面図である。容器本体１１１には
、開口部１１１ａを介して内部に検出体１が収容されている。図２，３に示す検出素子１
００においては、検出体１は、容器本体１１１の内部において、例えば平面視放射状に広
がるようにひだ折りされ、筒状となっている。
【００４６】
　なお、検出素子１００において、必要量の検出体１を収容できるならば、容器本体１１
１における検出体１の折りたたみ方は問わない。図に示す方法の他、例えば、帯状の検出
体１をロール状に巻き上げ、得られる円筒状の検出体１を容器本体１１１内に収容しても
よい。
【００４７】
　検出素子１００における検出体１の収容量については、検出対象物として想定する試料
水に含まれるトリチウム量に応じて設定するとよい。測定においては、予め検出体１の収
容量の異なる複数種の検出素子１００を用意し、検出対象物のトリチウム濃度に応じて適
切な検出素子１００を選択するとよい。その際、シンチレータ担持量の異なる複数種の検
出体１を用意し、必要に応じて収容する検出体１の種類を変更してもよい。
【００４８】
　蓋１１２は、容器本体１１１の開口部１１１ａを液密に閉塞可能となっている。容器本
体１１１および蓋１１２には、それぞれ不図示の雄ねじ、雌ねじが形成されていてもよい
。また、蓋１１２は、必要に応じて不図示のパッキンを備え、容器１１０の内部に収容す
る液体が漏洩しにくい構成となっていてもよい。
【００４９】
　蓋１１２は、耐水性を有する形成材料により形成されている。蓋１１２の形成材料は、
容器本体１１１と同じであってもよく、異なっていてもよい。蓋１１２の形成材料として
は、例えばポリエチレンが好ましい。
【００５０】
（トリチウムの検出方法）
　図４は、上述した検出素子１００を用いたトリチウムの検出方法を示す説明図である。
【００５１】
　トリチウムの検出に先立って、検出対象物である試料水から、トリチウム以外の放射性
核種を除去する前処理を行う。前処理は、トリチウム以外の放射性核種を除去するという
目的を達するのであれば、蒸留、濾過、逆浸透、イオン交換等の公知の方法、およびこれ
らを組み合わせた方法を採用することができる。例えば、産業分野で用いられる「超純水



(8) JP 6834411 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

」を作製する方法を適用することができる。
【００５２】
　また、トリチウムの検出に先立って、用いる検出素子１００について較正を行っておく
。較正は、使用する検出素子１００について後述の測定方法と同じ方法にてトリチウムの
標準濃度水を測定することで行う。
【００５３】
　上述したように、測定結果であるパルス信号の数は、（ｉ）試料水に含まれるトリチウ
ム濃度、（ii）検出体１が担持するシンチレータの合計体積、（iii）検出体１中の試料
水の体積、（iv）測定時間、のそれぞれに比例する。（ii）、（iii）は、使用する検出
体１の設計により制御可能である。（iv）は、測定条件として設定する値である。
【００５４】
　較正の過程においては、（ｉ）所定のトリチウム濃度の標準濃度水を、（ii）シンチレ
ータを所定濃度で担持させた検出体１が収容された容器１１０に入れ、（iii）検出体１
に標準濃度水を含浸させ、（iv）一定時間内に光電子増倍管１３０から取り出されるパル
ス信号の数を求める。これにより、標準濃度水中のトリチウム濃度と、一定時間内に光電
子増倍管１３０から取り出されるパルス信号の数と、の対応関係を予め求める。「一定時
間」については、測定精度に応じて適宜設定することができる。
【００５５】
　較正後、検出対象物である試料水について、トリチウムの検出を行う。
【００５６】
　まず、図４（ａ）に示すように、検出素子１００が有する容器本体１１１に、開口部１
１１ａからトリチウムを含む試料水ＷＳを収容し、検出体１に試料水ＷＳを含浸させる（
含浸させる工程）。十分量の試料水ＷＳを容器本体１１１に収容した後、蓋１１２を閉め
る。収容した試料水ＷＳの量については、精秤しておく。
【００５７】
　次いで、図４（ｂ）に示すように、検出素子１００から発せられる光（光子）を光電子
増倍管１３０にて受光する（受光する工程）。
【００５８】
　検出素子１００においては、容器１１０内に収容した試料水に含まれるトリチウムから
β線が放出される。放出されたβ線は、検出体１が有する不図示のシンチレータ２０（図
１参照）により吸収される。β線を吸収したシンチレータ２０は、β線量に応じた量の光
（光子）を放出する。
【００５９】
　その際、検出体１が有する多孔質膜１０（図１参照）および容器１１０は光透過性を有
しているため、シンチレータ２０から放出された光は、多孔質膜１０および容器１１０を
透過して容器１１０の外部に放出される。
【００６０】
　光電子増倍管１３０を用いた受光に際し、検出素子１００を不図示の暗室に配置し、暗
室内において光電子増倍管１３０の受光面を、例えば容器本体１１１の側面１１０ｂに向
けて配置する。検出体１から放出される光が微量であること、および検出体１から等方的
に光が放出されることから、光電子増倍管１３０は、容器１１０を取り囲むように容器１
１０の周囲に複数本（図では２本）配置するとよい。
【００６１】
　光電子増倍管１３０においては、検出体１から放出された光を受光する。これら光電子
増倍管１３０の使用方法については、公知の方法を採用する。
【００６２】
　光電子増倍管１３０では、受光した光子を電気パルスに変換する。光電子増倍管１３０
からは、変換された電気パルスが信号として取り出される。
【００６３】
　次いで、試料水ＷＳ中のトリチウムの濃度と、光に応じて一定時間内に光電子増倍管１
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３０から信号として取り出される電気パルス（パルス信号）の数と、の対応関係に基づい
て、容器本体１１１に収容された試料水ＷＳにおけるトリチウムの濃度を算出する（算出
する工程）。参照する対応関係については、上述した較正時に求めたものを用いるとよい
。
【００６４】
　対応関係については、予め光電子増倍管１３０からのパルス信号を受信する測定装置に
保存していてもよい。当該対応関係は、数式の形として保存していてもよく、ルックアッ
プテーブルの形で保存していてもよい。
【００６５】
　このようにして、試料水のトリチウム濃度を検出・測定することができる。
【００６６】
　試料水をサンプリングした排液について、試料水に含まれるトリチウム濃度が基準以下
であれば、適切に廃棄処理を行う。また、試料水に含まれるトリチウム濃度が基準を超え
ていれば、適切に保管管理を行う。
【００６７】
　また、測定後の検出素子１００についても、容器１１０から試料水を取出し、適切に廃
棄処理を行う。また、検出素子１００から検出体１を取出して、例えば超純水にて洗浄し
、洗浄した検出体１を容器本体１１１に収容することで、検出素子１００を再生すること
ができる。
【００６８】
　測定に使用した検出体１は、検出体１の形成材料に含まれる水素原子が、試料水に含ま
れるトリチウムと原子置換していることがある。そのため、使用後の検出体１の洗浄にお
いては、検出体１に含まれ得るトリチウムを再度水素原子と置換するまで、十分な量の超
純水で洗浄することが好ましい。
【００６９】
　検出体１の洗浄においては、通水する洗浄液を加圧し、多孔質膜１０に通水させてもよ
い。
【００７０】
　トリチウムの検出に際しては、検出素子１００を複数用意し、検出素子１００に試料水
ＷＳが収容されたサンプルを複数用意した後に、複数のサンプルを順次交換しながら各サ
ンプルについて放出される光を光電子増倍管１３０で順次受光するとよい。各サンプルに
含まれるトリチウムの濃度は、光電子増倍管１３０から取り出されるパルス信号に基づい
て、順次算出することができる。
【００７１】
　例えば、容器１１０として、既存のトリチウム測定装置に用いられるバイアル瓶を用い
てもよい。
　このようなバイアル瓶を容器１１０として用いる場合、バイアル瓶に検出体１を収容し
た検出素子１００を複数用い、検出素子１００に試料水ＷＳが収容されたサンプルを複数
用意して測定することとしてもよい。既存の装置に用いられるバイアル瓶を容器１１０と
して用いると、既存の装置が備えているオートチェンジャーに複数のサンプルをセットす
ることで、自動的に複数サンプルの測定が可能となる。
【００７２】
　以上のようなトリチウムの検出方法によれば、精度良くトリチウムを検出可能であり、
測定後の測定試料の廃棄が容易となる。
【００７３】
［第３実施形態］
（検出素子）
　図５は、本実施形態のトリチウムの検出方法で用いる検出素子２００を示す説明図であ
る。本実施形態において第１，２実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し
、詳細な説明は省略する。
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【００７４】
　図５は、検出素子２００の概略斜視図である。図６は、検出素子２００を使用する際の
検出システム２５０を説明する説明図である。
【００７５】
　図５，６に示すように、検出素子２００は、上述した検出体１と、容器２１０と、を備
えている。
【００７６】
　容器２１０は、検出体１を収容する。図に示す検出素子２００においては、検出体１は
、容器２１０の内部において、例えば平面視放射状に広がるようにひだ折りされ、筒状と
なっている。
【００７７】
　また、容器２１０は光透過性を有する。容器２１０の形成材料としては、耐水性および
光透過性を有する材料であればよい。このような容器２１０内に収容された検出体１にお
いて、不図示のシンチレータから放出される光は、容器２１０の壁面を透過して容器２１
０の外部に放出される。
【００７８】
　容器２１０には、試料水ＷＳおよび洗浄水ＲＷを流入させる流入口２１０ａと、試料水
ＷＳおよび洗浄水ＲＷを流出させる流出口２１０ｂと、が設けられている。流入口２１０
ａには配管２１５、流出口２１０ｂには配管２１６がそれぞれ接続されている。
【００７９】
　また、図７に示すように、流入口２１０ａは、容器２１０の内部に収容された筒状の検
出体１の内側に面して開口している。さらに、筒状の検出体１の両端は、容器２１０の内
壁に接続されている。これにより、容器２１０の内部空間は、流入口２１０ａと接続する
「検出体１の内側の空間」と、流出口２１０ｂと接続する「検出体１の外側の空間」との
２つに分割される。図では、「検出体１の内側の空間」を符号Ａで示す。また、「検出体
１の外側の空間」を符号Ｂで示す。
【００８０】
　仮に、容器２１０内の空間Ａと空間Ｂとが、検出体１を介することなく接続されると、
試料水ＷＳおよび洗浄水ＲＷを通水させようとしても、試料水ＷＳおよび洗浄水ＲＷは、
空間Ａと空間Ｂとの接続箇所に集中して流動することとなる。その結果、検出体１の細孔
１０ａ内の液体（試料水ＷＳまたは洗浄水ＲＷ）が置換されにくい。
【００８１】
　これに対して、図に示すように、容器２１０の内部空間が、検出体１により２つに分割
されている場合、流入口２１０ａから空間Ａに流入する試料水ＷＳおよび洗浄水ＲＷは、
不可避的に検出体１の細孔１０ａを検出体１の厚み方向に通過し、空間Ｂに漏出すること
になる。そのため、このような検出素子２００においては、検出体１に洗浄水ＲＷや洗浄
水ＲＷを効果的に通水可能となる。
【００８２】
　試料水ＷＳや洗浄水ＲＷの通水時には、流入口２１０ａから容器２１０に流入する液体
（試料水ＷＳまたは洗浄水ＲＷ）を加圧するとよい。試料水ＷＳや洗浄水ＲＷを加圧する
手段としては、配管に設けられた送液ポンプを用いることができる。また、空気圧により
試料水ＷＳや洗浄水ＲＷを加圧する構成を用いることもできる。
【００８３】
　図６に示す検出システム２５０は、検出素子２００、配管２１１，２１２，２１５，２
１６、三方バルブ２１３、バルブ２１７を有している。
【００８４】
　配管２１１には、試料水ＷＳが通水する。配管２１１の経路内には、送液ポンプ２１８
が設けられている。
【００８５】
　配管２１２には、洗浄水ＲＷが通水する。配管２１１の経路内には、送液ポンプ２１９
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が設けられている。
【００８６】
　配管２１１および配管２１２は、三方バルブ２１３を介して配管２１５と接続されてい
る。三方バルブ２１３は、配管２１５に試料水ＷＳまたは洗浄水ＲＷが通水するように切
り替える。
【００８７】
　配管２１５は、検出素子２００の流入口２１０ａに接続されている。
　配管２１６は、検出素子２００の流出口２１０ｂに接続されている。
【００８８】
　配管２１６の経路内には、バルブ２１７が設けられている。バルブ２１７は、開閉を切
り替えることにより、管内を流動する液体（試料水ＷＳおよび洗浄水ＲＷ）の動きを制御
することができる。
【００８９】
（トリチウムの検出方法）
　このような検出システム２５０においては、例えば、次のようにして排水（試料水ＷＳ
）に含まれるトリチウムを測定する。なお、上述の第２実施形態と同様に、測定に用いる
検出素子２００の較正および試料水ＷＳの前処理については、測定前に実施しておく。
【００９０】
　まず、三方バルブ２１３により配管２１２と配管２１５との接続を遮断し、配管２１１
と配管２１５とを接続させる。さらに、バルブ２１７を開き、送液ポンプ２１８を駆動さ
せることにより、検出素子２００の内部に流入口を介してトリチウムを含む試料水ＷＳを
流入させる。
【００９１】
　次いで、三方バルブ２１３により配管２１１および配管２１２と配管２１５との接続を
遮断し、バルブ２１７を閉じることにより、検出素子２００が備える検出体１に試料水Ｗ
Ｓを含浸させる（含浸させる工程）。三方バルブ２１３およびバルブ２１７が閉じられる
ことにより、試料水ＷＳが検出素子２００に封じられる。
【００９２】
　次いで、検出素子２００が備える検出体１から放出される光を、光電子増倍管１３０で
受光する（受光する工程）。
【００９３】
　次いで、試料水ＷＳ中のトリチウムの濃度と、光に応じて一定時間内に光電子増倍管１
３０から取り出されるパルス信号の数と、の対応関係に基づいて、容器本体１１１に収容
された試料水ＷＳにおけるトリチウムの濃度を算出する（算出する工程）。
【００９４】
　測定後、三方バルブ２１３により配管２１２と配管２１５とを接続すると共に、配管２
１１と配管２１５との接続を遮断し、さらにバルブ２１７を開く。この状態で、送液ポン
プ２１９を駆動させることにより、検出素子２００に収容された試料水ＷＳを流出口２１
０ｂから排出すると共に、流入口２１０ａから流出口２１０ｂへ洗浄水ＲＷを通液して、
検出体１を洗浄する。
【００９５】
　このとき、洗浄時に送液ポンプ２１９を用いて洗浄水ＲＷを送液することにより、検出
体１において、微細な細孔径を有する多孔質膜１０内に効率的に洗浄水ＲＷを通水するこ
とができる。そのため、効率的に検出体１の洗浄を進めることができる。
【００９６】
　洗浄後の検出素子２００については、再度、配管２１１，２１５を介して試料水ＷＳを
容器２１０内に流入させ、検出体１に試料水ＷＳを含浸させる（含浸させる工程）。試料
水ＷＳを含浸させた検出体１を有する検出素子２００では、再度、受光する工程および算
出する工程を行う。これにより、洗浄後の検出素子２００をトリチウムの検出に用いるこ
とができる。
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【００９７】
　以上のようなトリチウムの検出方法によっても、精度良くトリチウムを検出可能であり
、測定後の測定試料の廃棄が容易となる。
【００９８】
　このような検出システム２５０では、検出素子２００を用いてトリチウムを検出し、測
定後の試料水の廃棄および検出体１の洗浄を行い、洗浄後の検出体１（検出素子２００）
を用いて再度トリチウムを検出することで、排液中のトリチウム濃度を連続的に監視する
ことができる。
【００９９】
　なお、上記実施形態においては、トリチウムの検出時に、三方バルブ２１３およびバル
ブ２１７を閉じることにより、検出素子２００に試料水ＷＳを封じ、封じられた試料水Ｗ
Ｓにおけるトリチウム濃度を測定することとしたが、これに限らない。
【０１００】
　例えば、試料水ＷＳを含浸させる工程においては、検出体１に連続的に試料水ＷＳを通
水させてもよい。この場合、受光する工程においては、検出体１に通水させる試料水ＷＳ
について、試料水ＷＳ中のトリチウムから放出されるβ線に起因して検出体１が放出する
光を、光電子増倍管１３０で受光する。また、算出する工程においては、容器２１０に収
容された試料水ＷＳにおけるトリチウムの濃度を連続的に算出する。
【０１０１】
　このような検出システムでは、排水中のトリチウム濃度を連続的に測定することができ
、排液のトリチウム濃度管理が簡便になる。
【０１０２】
　また、上記実施形態においては、検出素子２００において、筒状の検出体１の両端が容
器２１０の内壁に接続されていることとしたが、これに限らない。容器２１０内の空間Ａ
と空間Ｂとが、検出体１を介することなく接続されている部分が無い、すなわち、細孔１
０ａよりも圧力損失が小さい部分が無いならば、他の構成を採用することもできる。
【０１０３】
　例えば、検出体１を一端が開口する袋状とし、開口部が流入口２１０ａに面するように
配置することとしてもよい。また、袋状の検出体１は、容器２１０内において、例えば不
図示の治具を介して流入口２１０ａに取り付けられることとしてもよい。
【０１０４】
　このような構成の検出体１を用いることで、容器２１０内の空間は、流入口２１０ａと
接続する「検出体１の内側の空間」と、流出口２１０ｂと接続する「検出体１の外側の空
間」との２つに分割される。これにより、検出体１が有する細孔内に試料水ＷＳを効果的
に通過させることができる。
【０１０５】
　また、検出体１自身が袋状でなくてもよい。例えば、筒状の検出体の他端側を板状部材
で閉塞させることで、検出体１と板状部材とを併せて袋状の構成としてもよい。
【０１０６】
　このような構成の検出素子を用いたトリチウムの検出方法であっても、精度良くトリチ
ウムを検出可能であり、測定後の測定試料の廃棄が容易となる。
【０１０７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、
本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成
部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において
設計要求等に基づき種々変更可能である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１…検出体、１０…多孔質膜、２０…シンチレータ、１００，２００…検出素子、１１
０，２１０…容器、１１１…容器本体、１１１ａ…開口部、１１２…蓋、１３０…光電子
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増倍管、２１０ａ…流入口、２１０ｂ…流出口、ＲＷ…洗浄水、ＷＳ…試料水
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